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【物故者に対する黙祷】
　定期総会に先立ち、令和５年度中に他界された
支部会員への冥福を祈り、黙祷を捧げた。

【総会開会・成立宣言】
　司会を務める湯本康弘総務副部長より、令和５
年度東京税理士会日本橋支部定期総会の開会に先
立ち、総会の成立状況について説明。支部規則第
22条第１項により支部総会は招集通知発送日現
在の会員総数の２分の１以上の出席者が必要とな
り、総会招集通知発送日（６月４日）現在の会員
数は974名で、その過半数は488名となる。総会
開会時点での会員の出席者70名、委任状による
出席者数458名で合計528名であることから定期
総会は有効に成立する旨の宣言が行われた。

【開会の挨拶】
　安田信彦副支部長より定期総会の開催挨拶が行
われた。

【支部長挨拶・会務報告】
　青木久直支部長より、挨拶及び会務報告並びに
会務運営への協力お礼が述べられた。

【議長選出】
　司会者一任との提案により、支部規則第23条
に基づき議長に佐々木則司会員を指名した。

【議事録署名人選任】
　議長一任との提案により、支部規則第26条に
基づき議事録署名人に青木幸弘会員及び東海林良
一会員を指名した。

【審議事項】
　議長から、第１号議案及び第２議案は相互に関
連するため一括提案・一括審議したい旨の提案が
あり、議場に諮ったところ承認された。
第１号議案　令和５年度事業報告の承認の件
　　各部長及び各委員長より、議案書の「令和５
年度事業報告」に基づき報告が行われた。

第２号議案　 令和５年度決算報告承認の件及び監
事監査報告

　　増田和弘経理部長より、議案書の「令和５年
度決算報告書」に基づきの「収支計算書」「正味
財産増減計算書」及び「貸借対照表」並びに「財
産目録」「注記事項」について報告が行われた。
　　次いで澤城教典監事より、議案書の「監査報
告書」に基づき監査報告がなされた。

　　第１号議案及び第２号議案について、議場に
諮ったところ、挙手（賛成）多数にて原案どお
りで承認可決された。

第３号議案　日本橋支部規則一部承認の件
　　平川彰組織部長より、議案書の「日本橋支部
規則の一部改正について」に基づき説明が行わ
れた。

　　第３号議案について議場に諮ったところ、挙
手（賛成）多数にて原案どおり承認可決された。

第４号議案　令和６年度事業計画承認の件
　　議長から、第４号議案及び第５号議案は相互
に関連するため、一括提案・一括審議したい旨
の提案があり、議場に諮ったところ承認された。

　　各部長、各委員長より、議案書の「令和６年
度事業計画」に基づき説明が行われた。

第５号議案　令和６年度予算承認の件
　　増田和弘経理部長より、議案書の「令和６年
度収支予算書（一般会計）」に基づき説明が行わ
れた。

東京税理士会　日本橋支部
令和５年度定期総会が開催される

 日　　時　令和6年6月24日（月）午後3時30分開会
 場　　所　ロイヤルパークホテル　有明の間（日本橋蛎殻町2－1－1）
 会員総数　令和6年6月4日現在　974名
 出席会員　開会時528名（うち委任状による出席458名）
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　　一部の会員から、議案書の「令和６年度収支
予算書」について、また、他の会員からは研修
時間36時間の在り方についての提案があった。
　　第４号議案及び第５号議案について、議場に
諮ったところ、挙手（賛成）多数にて原案どお
りで承認可決された。

【報告事項】
【会員表彰】
　湯本康弘総務副部長より、令和５年度会員表彰
受章者の披露が行われた。
⑴　表彰規定第２条第１項第３号該当者 （９名）
　高山　和子　　菅原　久美　　湯澤　勝信　

　吉田光一郎　　猪股　正明　　一木　裕一　
　千秋愼太郎　　城之尾辰美　　髙橋美津子
⑵　表彰規定第２条第１項第４号該当者 （４名）
　濱川　久子　　梅田　文江　　大澤　昭人
　増田　和弘
⑶　日税連表彰規定第３号第１項第５号該当者　
 （６名）

　高山　和子　　湯澤　勝信　　吉田光一郎
　本橋　　誠　　諸田　髙吉　　田口　菊江

【叙勲受章者披露】
令和５年度　秋の叙勲受章者
　該当なし

 挨拶する青木久直支部長 支部役員

 議長 佐々木則司会員 

会員表彰受章者
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令和６年度　春の叙勲受章者
　税務行政事務功労　瑞宝小綬章　山内　克巳

【長寿祝受贈者披露】
⑴　支部互助規則第３条会員で満80歳、支部入
会の日から満20年を超える者
　河原　邦文　　佐川拓次郎　　伊藤　　孝
　永瀬　隆敏　　山田富士夫　　櫻井　正道
⑵　支部互助規則第３条会員で満80歳、支部入
会の日から満20年以下の者
　髙山　秀三
⑶　支部互助規則第３条会員で満80歳、支部入
会の日から満10年以下の者
　該当なし
⑷　支部互助規則第３条会員で満80歳、支部入
会の日から満５年以下の者
　該当なし

【来賓挨拶】
　日本橋税務署署長 梶原　　忍氏　
　中央都税事務所所長 成瀬　貴子氏　
　中央区役所総務部税務課長 岸　　敏昭氏　
　東京税理士会専務理事 興津　亮一氏　

【総会終了の挨拶】
　総会終了の挨拶は、大澤昭人副支部長に締めて
いただきました。

【総会後の懇親会】
　総会後の懇親会
は、竹田修前支部長
の乾杯の挨拶でにぎ
やかに開催されまし
た。
　来賓挨拶は、東京
税政連副会長の小林
英理子様からいただ
きました。
　なお、懇親会の締
めは、安田信彦副支
部長にお願いしました。
（総務部長　栗原真平）

　例年、定期総会前には、研修部主催の研修会を
開催しております。
　この研修会は、税理士会日本橋支部、日本橋税
理士政治連盟、東京税理士協同組合との共催で開
催しております。
　今回は、中央大学法科大学院教授の酒井克彦氏
による「租税回避を巡る法的問題」として講話を
いただきました。
　税法上の難しい問題点と租税回避の考え方につ
いて具体的に講話をいただきました。
 （研修部長　塩谷　満）

日本橋税務署署長
梶原　忍氏

中央都税事務所所長
成瀬貴子氏

竹田修前支部長

　定期総会前の研修会
 租税回避を巡る法的問題

講師　中央大学法科大学院教授　酒井克彦氏　
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　盛夏の候、支部会員の皆様におかれましては、健
やかにお過ごしのこととお慶び申し上げます。
　日本橋支部定期総会が６月24日に開催されました。
ご提案いたしました議案について、皆様のご協力に
より、全ての議案についてご承認いただきました。
この場をお借りして御礼申し上げます。
　令和５年度は、資質の向上を図れる研修会の運営、
会員及び支部の業務の合理化のためのデジタル化の
推進、支部行事等への積極的な参加を促す為の広報
活動に努めることを基本方針として事業を行って参
りました。
　研修会の運営につきましては、36時間の受講義務
が達成出来るように毎月１回以上研修会を開催致し
ました。日本橋支部における令和５年度の研修受講
達成率は75.18％でした。令和４年度の67.09％より
8.09％も達成割合が向上しております。これは、支
部会員の皆様の研修に対する意識の高さを感じると
ころです。また、税理士業務について気軽に相談出
来る場として「雑談室」を毎月開催し、多くの支部会
員の皆様にご参加いただきました。
　今後も、毎月１回以上研修会を開催し、支部会員
の皆様が36時間の研修受講義務を達成出来るように、
そして研修受講率が更に向上するよう努めて参りた
いと思います。
　デジタル化の推進につきましては、デジタル・ト
ランスフォーメーションが社会全体で広まっているこ
とから、情報システム委員会が中心となり「デジタ
ル塾（通称・デジ塾）」を開講しました。さまざまな
ソフトの便利な機能の紹介、便利な使い方など実務
に直結する有意義な情報が多く含まれています。こ
のデジ塾にも、多くの支部会員の皆様にご参加いた
だきました。
　今後は、AIについても触れながらデジ塾を進めた
いと思います。税理士の業務としてAIに置き換えら
れる業務と置き換えることが難しい業務を検討し、
AIはどのような業務が得意で、どのような業務が苦
手なのかも検討していきたいと思います。
　AIに関する技術については、更に高度化し、迅速
化し、かつ洗練されて行くことでしょう。AIは、ま
るで人間のような存在感を持つところもあります。

しかし、AIそのものに、知性があるわけではなく、
複雑なプログラミングとアルゴリズムによる機械学
習による結果であると認識することも大切と思います。
　広報活動につきましては、広報「にほんばし」を予
定通り年３回発行いたしました。毎号ごと誌面の充
実を図るよう努めて参りました。また、支部ホームペー
ジにつきましても情報提供を随時行うよう努めて参
りました。
　広報とは少し異なりますが社会貢献的側面として
租税教室を継続して開催しております。日本橋税務
署管内には、５つの小学校があります。令和４年度
は４つの小学校で租税教室を開催しております。令
和５年度は日本橋税務署の支援のもと、５つの小学
校全てで租税教室を開催することが出来ました。また、
令和６年度では、５つの小学校と１つの中学校で租
税教室を開催しております。これは、租税教室の練
習の場として模擬教室を行い、主任講師を増やす施
策を行っていることによると考えます。
　厚生活動につきましては、野球部が令和５年度の
秋の野球大会で８連覇を達成しました。令和６年度
の春の大会では９連覇を目指しておりましたが残念
ながら達成することは出来ませんでした。秋の大会
ではきっと優勝してくれることと期待しております。
また、ゴルフ部、テニス部、アウトドア部、歌舞音
曲部も毎月活発に活動を行っております。どの部活
も随時部員を募集しております。是非、ご参加頂け
ればと思います。
　江戸時代から続く伝統的な行事の一つとして「土
用の丑の日」があります。「土用」とは、季節の変わ
り目の立春、立夏、立秋、立冬の直前の約18日間を
指します。「丑の日」の丑とは、十二支の丑のことで
す。十二支には年のほか、日にちや時刻をも表しま
す。18日間ある「土用」で「丑の日」は１回もしくは
２回あります。１回目を「一の丑」、２回目を「二の
丑」と言います。令和６年は、「一の丑」が７月24日、
「二の丑」が８月５日になります。暑い夏、うなぎを
食べて乗り切りましょう。
　引き続き、支部の発展の為に尽力して参ります。
ご指導、ご 撻、そしてご協力のほど、宜しくお願
いいたします。

　　二年目に向けて！

支 部 長　青
あお

木
き

久
ひさ

直
なお
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　東京税理士会日本橋支部の会員の皆様におかれ
ましては、益々御清栄のこととお慶び申し上げま
す。
　今般、日本橋税務署長を拝命いたしました井上
です。税務大学校研究部国際支援室から異動して
まいりました。
　江戸幕府開府とともに城下町として成長し、五
街道の起点となり陸運、水運の交通や物流の要衝
として発展したこの地、日本橋において、署長と
して税務行政に携わることができますことは、大
変身の引き締まる思いです。前任の梶原署長同様
の御厚情を賜りますようお願い申し上げます。
　青木支部長をはじめ、東京税理士会日本橋支部
の会員の皆様には、平素から税務行政の円滑な運
営に対し、深い御理解と多大なる御支援を賜り厚
く御礼申しあげます。また、税を考える週間にお
ける無料相談や、小学生を対象とした租税教室へ
の講師派遣など、多岐にわたって格別な御協力を
いただいておりますことにも、改めて深く感謝い
たします。
　本年は、令和５年10月にインボイス制度開始
後初めての確定申告期を迎えました。新たに課税
事業者となられた事業者の中には申告手続きに不
安を抱えた方も少なくない中で、東京税理士会日
本橋支部の会員の皆様には、例年以上の御支援と
御協力をいただき誠にありがとうございました。
　また、令和５年分の確定申告から開始したマイ
ナポータル連携による給与情報の自動入力につき
ましても、顧問先への制度周知、並びに源泉徴収
票のe-Tax提出依頼に御協力をいただき感謝を申
し上げますとともに、制度の定着ひいては納税者
の利便性の向上のため、今後ともお力添えをいた
だけますと幸甚です。
　さらに、６月からは所得税の定額減税制度も始
まっております。税務署といたしましても、事業
者の方々が円滑に事務手続き等を行うことができ
るよう、源泉徴収義務者の皆様に向けた説明会の

実施をはじめとする周知・広報を行ってまいりま
したが、この制度の実施に当たりましても、東京
税理士会日本橋支部の会員の皆様にはひとかたな
らぬ御協力をいただいております。引き続き、定
額減税制度の円滑な実施にあたり、御理解、御協
力を賜りますよう、改めてお願い申し上げます。
　国税当局においては、納税者利便の向上や税務
行政全体の効率化に加え、社会全体のDX推進へ
の貢献も図る観点から、税務行政のDXの更なる
推進に取り組んでおります。
　東京税理士会日本橋支部の皆様には、顧問先の
皆様に対して、法人税については添付書類を含め
たすべての書類のe-Tax送信(ALL e-Tax)や相続
税e-Taxをはじめとする各税目のe-Tax利用、年
末調整手続の電子化、キャッシュレス納付、その
他会計・税務のデジタル化を含めた様々な側面か
らの業務のデジタル化促進を、これまでと変わら
ずに強く働き掛けていただければ幸いです。
　結びに当たりまして、東京税理士会日本橋支部
の益々の御発展と、会員の皆様の御健勝並びに御
事業の更なる御繁栄を祈念いたしまして、私の着
任の挨拶とさせていただきます。

 着 任のご挨拶

日本橋税務署長　井
いの

上
うえ

博
ひろ

之
ゆき
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　東京税理士会日本橋支部会員の皆様方には、
益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
　この度、４月１日付で東京都中央都税事務所長
に着任いたしました成瀬でございます。前任者同
様のご厚情を賜りますよう、よろしくお願い申し
上げます。
　平素より、東京税理士会日本橋支部の役員・会
員の皆様方には、法人事業税や事業所税をはじめ
とする都税の適正な申告等、東京都の税務行政に
ひとかたならぬご理解とご協力をいただいており
まして、厚く御礼申し上げます。
　また、税務支援活動として、無料税務相談や各
種説明会などの開催、さらには、次世代育成のた
めの租税教育活動として「租税教室」の実施など、
社会貢献活動にも精力的に取り組まれ、地域社会
における税の理解促進に大いに貢献されていらっ
しゃいます。こうした会員の皆様方の真 なご尽
力に、心から敬意を表します。
　さて、現在我が国は、不安定な国際情勢やエネ
ルギー資源を巡る競争の激化、深刻化する気候変
動、国際競争力の低下など、先行き不透明で困難
な状況に直面しています。
　都政においても、急速な少子高齢化といった社
会の根幹を揺るがす問題への対応、厳しい国際間
競争、深刻化する気候変動など、数多くの課題が
あります。東京都では、こうした様々な課題に真
に対応しつつ、災害に強く、かつ、歴史や文化
を活かした未来に向けての都市づくりを、100年
の計で進めているところです。
　そして、これらすべての取組の根幹を支えてい
るのが、正に、皆様からお預かりしている「都税」
です。
　東京都が引き続き、皆様の命と暮らしを守り、
東京の経済を発展させていくため、中央都税事務
所は、これまで同様、都民・事業者の皆様に寄り
添った、親切で丁寧な対応に努めつつ、適正・公
平な課税徴収を図り、その責務を果たして参る所

存です。
　しかしながら、円滑で適正な税務行政は、単に
我々行政側の努力のみで実現できるものではあり
ません。東京税理士会日本橋支部をはじめとした
協力団体の皆様のお力添えがあって、初めて達成
できるものです。税のよき理解者である東京税理
士会日本橋支部の会員の皆様におかれましては、
どうぞ引き続き、東京都、そして中央都税事務所
の税務行政へのご理解とご協力を賜りますよう、
心からお願い申し上げます。
　また、東京都主税局では、2030年に向け、デ
ジタル化を核に、納税者へのクオリティ・オブ・
サービスの向上と税務行政の構造改革に取り組ん
でおり、特に、納税者の利便性の一層の向上を実
現するため、キャッシュレス納税を推奨していま
す。例えば、固定資産税は１年に４回の納期があ
り、口座振替をおすすめしておりますし、他にも
スマホ決済、クレジットカード納付をはじめ、多
様な手段を可能としておりますので、是非ご利用
いただければ幸いでございます。より便利で専門
性の高い税務行政構築のため、国や他自治体とも
連携し、一層の努力をしてまいりますので、どう
ぞご協力方よろしくお願い申し上げます。
　結びにあたり、東京税理士会日本橋支部の益々
のご発展と会員の皆様方のご健勝並びにご事業の
ご繁栄を心から祈念いたしまして、着任のご挨拶
とさせていただきます。

 着 任のご挨拶

東京都中央都税事務所長　成
なる

瀬
せ

貴
たか

子
こ
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　令和６年４月23日（火）に署との拡大定例連絡
会が日本橋税務署の６階会議室で開催されまし
た。拡大定例連絡会への出席者は、署側が梶原署
長を始め、署の幹部の方が９名、税理士側は、青
木支部長を始め、15名の出席で行われました。
　拡大定例連絡会冒頭、梶原署長から、令和５年
分の所得税等の確定申告期間中につきましては、
日本橋支部の皆様方による無料申告相談の実施
や、青色申告会の代理送信など、ご担当いただい
た会員の皆様方には、大変ご負担をお掛けしまし
たが、積極的なご支援・ご協力をいただき、誠に
ありがとうございましたとの挨拶がありました。
　また、本年の確定申告はインボイス制度の開始
後、初めての確定申告ということで、税務署とし
ましても、特に新規に免税事業者から課税事業者
に転換した事業者の方への対応に注力したところ
でありましたが、大きな混乱もなく、無事に終了
することが出来たと評価しているとの挨拶もあり
ました。

　租税教室については、ここ数年中学校での開催
がなかったのですが、今年は、５年ぶりに日本橋
中学校で開催されるとのことです。
　租税教育は、生徒の皆さんが、税の意義や役割
を正しく理解し、税を通じて社会や国の在り方を
考えるために重要です。今後とも、ご協力・ご支
援のほど、よろしくお願いしたいとの要請もあり
ました。
　税務署からの連絡事項は、①自動ダイレクト関
連、②定額減税説明会の開催について、③インボ
イス関係、④令和６年度税制改正（案）のポイン
ト等でした。
　青木支部長からは、確定申告が無事終了したこ
と、定額減税が開始されるとの挨拶に続き、昨年
に引き続き拡大定例連絡会が開催されたことへの
感謝の意と、日頃からの支部活動への協力のお礼
の言葉がありました

 税理士会日本橋支部 日本橋税務署

　令和６年４月25日（木）に、令和６年６月24日
の定期総会の開催に向けて執行部と顧問・相談役
会が、日本橋支部会議室で開催されました。
　冒頭、青木支部長からは、36時間研修の充実、
デジタル化への対応、広報誌の充実、情報システ

ム委員会での検討、ホームページのリニューアル
などの挨拶がされました。
　執行部からは、令和５年度の事業報告書に基づ
き、各部、各委員会からの活動報告が行われまし
た。また、令和５年度の決算報告書についても説

署との拡大定例連絡会の開催
 ～令和6年4月23日～　　

顧問・相談役会の開催
 ～令和6年4月25日～　　
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　日本橋支部研修部と東京税理士協同組合との共
催により「源泉所得税実務の再確認～裁決例から、
課税要否を考える～」との内容で、令和６年５月
23日（木）午後２時～午後４時30分まで、中央区
日本橋３丁目にある「AP日本橋」において常会後
の研修会が開催されました。研修会開催に当たっ
ては、感染症対策のため、事前予約定員制の申し
込みで行われ、25名の会員が参加されました。
　講師は、麹町支部税理士の「阿瀬　薫」氏です。
阿瀬氏は、国税庁法人課税課で源泉所得税担当の
課長補佐として勤務し、「所得税基本通達逐条解
説」などの執筆にも携わられ、その後、税務大学
校研究部教授、沖縄税務署長、熊本国税不服審判
所長など歴任され、現在は、税務相談のほか、各
税理士会などでの講演、また、源泉所得税関係の
執筆活動にも取り組まれ、週刊税務通信などへの
寄稿もされています。
　研修会の内容は、冒頭、定額減税が行われるこ
とと、国税庁において、過去に行われた「戻し税」
の話から各種減税の実施状況など経験を踏まえて
興味のある話をされました。
　「課税要否」については、まずは「１　源泉所得
税の成立要件」に続き「２　課税要件と裁決書」を

説明されました。
　「裁決例」については、過去に争われた10事例
を取り上げ、課税関係がどのように判断されたか、
「支払いをする者」とは何を根拠に判断するのか
などについて、裁決事例を基に詳しく説明してい
ただきました。研修会に出席した会員は頷きなが
ら聴講しておりました。
 （研修部長　塩谷　満）

明されました。
　同様に、令和６年度の事業計画及び収支予算書
に基づき説明されました。
　顧問・相談役からは、予算執行の留意点、デジ
タル化への対応、決算報告書に対する質問、貸借
対照表に対する質問事項等がなされました。

　なお、岩川由美子理事から、理事会報告があり
ました。
　執行部としては、現状における問題点など、個々
に説明・回答をして了承していただきました。
　会終了後は、久しぶりに懇親会が行われました。
 （総務部長　栗原真平）

日本橋支部研修部と東京税理士協同組合との共催
源泉所得税実務の再確認～裁決例から、課税要否を考える～

 ～令和6年5月23日～　　
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仏像と私

福
ふく

本
もと

光
みつ

男
お

　学生時代から仏像に興味を持っていてしばしば
京都に足を運んでいました。しかし、今思えばそ
れはただ漠然としたものに過ぎなく仏像を信仰の
対象から仏教美術へと意識を変えさせたのは還暦
を迎えてからでした。
　自分の守り本尊が「千手観音菩薩」であること
から、種々多様な様式を持つ観音菩薩像に魅せら
れ、子年御開帳の時に秩父三十四観音霊場を７日
間で巡礼しました。西武秩父駅から徒歩１日約
30㎞の行程で総距離200㎞超です。リュックに着
替え、食料、水を背負い一か寺ごとにお灯明とお
線香をあげ般若心経を唱えご朱印をいただきます。
歩いているときは全く何も考えず無の心境？結願
して日本百観音の存在を知り、自分の足と公共交
通機関で百観音霊場を巡ろうと思い立ちました。
（ご存知の方もいらっしゃると思いますが、平安
貴族により選定された西国三十三観音霊場。頼朝,
正子による自身の領土内に作られた坂東三十三観
音霊場。そして江戸庶民の信仰により作られた秩
父と合わせて百になります。三十三という数字は、
観音様が三十三に変化して人々を救うとされてい
るからです。秩父だけが三十四になっているのは、
三つ合わせると九十九となり、苦が続くと不吉に
なるからだそうです）。百観音巡礼を１年８か月
掛かりましたが何とか結願することができ、そこ
で気付いたのが、納経帳を顧みて「単なるスタン
プラリー？」となってはならないとの思いでした。
様々な仏像を拝観して一体一体特異な様式を備え
ていること、作成された年代によって作風も素材
も異なる事に感銘を受けたのです。それならばと、
通信で学べる手段はないかと探し、佛教大学文学
部人文学科仏教芸術コース３年に編入し、京都に
通うことになりました。

　さて、仏像などにご興味をお持ちにならない諸
兄もいらっしゃると思いますが、暫くお付き合い
いただければ幸甚です。
　仏教の尊像を広く「仏像」と言いますが大きく
分けて５つの形態に分かれるのをご存知でしょう
か？如来、菩薩、明王、天部そしてその他になり
ます。種々の尊像が存在するのは、仏教の有する
世界観、宇宙観を反映しているからです。
　少し話がそれますが、そもそも仏教は、多彩な
神々を祭る古代インドのバラモン教世界で誕生し
ました。王族の一つ釈迦族の王子であった、ゴー
タマ・シッタルダ（釈迦）が飢えと貧困から庶民
を救うために、苦行をして悟りを開いたことから
始まります。仏陀（悟りを開いたもの）の生涯を
伝える経典にはインドの神々が仏陀に帰依し、そ
の法の下に人々を守護するという話が多く記載さ
れています。それらの姿を刻んだレリーフや像が
紀元前のインドの仏教遺跡に散在しています。
　しかし釈迦は自分を偶像化することを好まな
かったとされ、その当時には仏像は作られていな
かったのです。釈迦の入滅後、紀元１世紀ころから、
ガンダーラやマトゥールで仏像が作られるように
なりました。ガンダーラは現在のパキスタン北西部、
マトゥールはインド北東部に位置します。
　ガンダーラ仏はギリシャ支配の影響でギリシャ
風の彫りの深いギリシャ神話的な様式です。一方
マトゥール仏はインド特有の様式を持っています。
前者の流れをくむ仏像が、日本にもあります。奈
良飛鳥寺の飛鳥大仏、法隆寺の釈迦三尊像です。
アーモンド型の眼とアルカイックスマイルといわ
れる微笑みを備えた表情が特徴的です。仏像が作
られるようになっても、仏陀の姿は見えないとい
う基本には変わりはありません。それを法身（宇
宙根源の心理としての不滅の仏陀）といいます。
　話を元に戻しましょう。
　如来は、悟りを開いた後の姿を現していて、頭
髪は長い間の苦行により、チリジリになって丸まっ
てしまったことを表し（頭部のブツブツした形）螺
髪（ラホツ）といいます。悟りを開いた後の姿な
ので何も余分なものは身にはないという意味で衣
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も薄い布一枚です。頭部が二段になっているのは
肉 （ニクケイ）といい知恵が詰まって盛り上がっ
たことを表します。掌の指の間には水かきのよう
な膜があり人々をもれなく救うことを意味してい
ます（釈迦如来、薬師如来、阿弥陀如来等）。

伊豆河津町南禅寺薬師如来坐像
　菩薩は悟りを開く前の王族であった釈迦の姿に
倣い、修行中の身であり、宝冠、瓔珞、首飾り等
の装飾品を身に纏っています。また表情は温和で、
様々な姿に身を変化させ人々を救うとされます。（観
音菩薩、日光、月光菩薩、弥勒菩薩、文殊菩薩等）
中でも観音菩薩は七観音と呼ばれそれぞれの経
典、例えば、十一面神咒経（シンジュキョウ）によ
る十一面観音、千手千眼陀羅尼経（ダラニキョウ）
による千手千眼観音等があります。馬頭観音だけ
は忿怒相であり明王に分類することもあります。

伊豆河津町平安の仏像展示館、十一面千手観音立像
　明王は菩薩とほぼ同じ序列で、宝冠、首飾り等

を身に着けています。ただ、菩薩と異なるのは、
忿怒相を持ち仏の教えに従わない者を戒めるとさ
れます（大日如来の化身とされる不動明王、愛染
明王等）。五大明王は不動明王の東西南北におか
れる、降三世明王、大威徳明王、軍荼利明王、金
剛夜 明王を指します。

山梨県甲州市放光寺天弓愛染明王座像
　天部はインド出身の種々の神の集まりで如来や
菩薩を守る役目を
担います。貴人服
や甲冑、道服を身
に纏います。帝釈
天を頂点として、
多聞天、持国天、
増長天、広目天が
お堂の四隅に配置
され東西南北を守
護します。毘沙門
天、飛天（宇治平
等院が有名です）
そしてご存じの奈
良興福寺の阿修羅
像も天部です。
　皆さん、疑問に
思われた方もいら
したかもしれませ
ん。お地蔵さんは
地蔵菩薩というの
に、宝冠も瓔珞、
首飾りなど何も身
に着けていない衣

岩手県奥州市愛宕神社トチ材
一木造兜跋毘沙門天立像
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も薄いものが１枚であると。地蔵菩薩は頭をそっ
た僧侶の姿を現しています。右手には錫 を持ち
左手に宝珠を持つ姿が多いですね。錫 は旅の僧
の持ち物で、六道をめぐって人々を救うことを表
しています。
　六道とは地獄道、餓鬼道、畜生道、阿修羅道、
人道、天道を言います。人々の苦しみを身代わり
になって受ける代受苦の菩薩とされ、縄でぐるぐ
る巻きにされた「縛られ地蔵」どこか傷つけられ
た「身代わり地蔵」などの通称を持つ像もあります。

　次に仏像の素材についてみてみると、日本独自
の変遷がよくわかります。大陸から仏像が伝えら
れたのは、奈良時代、空海、最澄など遣唐使によ
るものが多かったとみられます。前述した飛鳥大
仏、法隆寺釈迦三尊像は帰化人の仏師、鞍作止利
の作といわれ銅製です。（大陸から持ってくるには、
小型の金銅仏であったと思われます）日本には金
属の生産、鋳造技術はまだ確立できておらず、材
料として手近に手に入るのは困難でした。そこで
候補に挙がったのが木材でした。

　作風素材の変遷は次のようになります。
金銅仏～塑像～木芯乾漆造～脱活乾漆造～木造～
一木造～寄木造～一木割矧造。
　それぞれに長所短所があります。金銅仏は前述
の通りで、塑像は粘土ですので、細かな細工もで
きますが、乾くともろく、重いのが難点です。奈
良新薬師寺の十二神将像が代表的な像です。木芯
乾漆造は木で簡単に像の形を作り、漆と木の粉を
混ぜたもので細工していきます。当時の漆は高価
で重いのが難点でした。大阪観心寺の如意輪観音
座像が代表的な仏像です。脱活乾漆造は木の芯に
粘土で形を作り、そのうえに絹布を漆で何枚も重
ね接着し最後に芯となっていた粘土を抜き取ると
いう作風。軽くて持ち運びに便利でしたが、高価
な漆と壊れやすい難点があります。奈良興福寺阿
修羅像が代表的仏像です。木造一木造は、その名
の通り一本の木から掘り出す作風で、はじめは霊
木（その姿かたちから霊が宿っていると感じられる）
と思われる木を利用したといわれます。
　岩手県成島毘沙門堂の兜跋毘沙門天立像（ト
バツビシャモンテン）、また会津坂下町の恵隆寺
十一面千手観音は根の付いたままの大樹に8.5m

の観音像を掘ってあります。一木では、太さ大き
さに限度があり大きい像を作れない。そこで平安
時代になって一大革命がおこります。寄木造です。
プラモデルを想像してみてください。パーツごと
に分業して制作し、最後に組み立てる方法です。
これにより大型化、大量生産が可能になりました。
平安時代の末法思想と相まって、西方浄土を表す
阿弥陀如来が盛んに作られたのがこのころです。
仏師定朝により確立されたこの作風は定朝様式と
いわれます。
　平等院鳳凰堂の阿弥陀如来、京都木津川市浄瑠
璃寺の九体阿弥陀が有名です。最後に一木造の進
化系として、割矧造があります。一木で彫られた
仏像を木目に沿って割開き、内側を削り取って、
もう一度貼り付けるというものです。重さを軽減
するためですね。前述しました寺院、仏像は授業
でも拝観させていただきご住職や寺務所の方たち
学芸員の方とお話させていただくこともあり、大
変貴重な体験をさせていただきました。佛教大学
時代の指導教授とは今も交流させていただいてお
り、全国の仏像の情報を共有させていただいてい
ます。昨年10月１日から８日には、山梨県甲州
市大善寺の葡萄薬師像が５年に一度の御開帳でし
た。今年１月には伊豆河津町の平安の仏像展示館
で、南禅寺（ナゼンジ）の貴重な平安初期の仏像
の展示を見に出かけました。もし機会がございま
したらまたお話させていただきます。皆さんの仏
像拝観の際になにがしかのお役に立てますと幸甚
でございます。最後に奈良東大寺四月堂の十一面
千手観音菩薩立像を機会がございましたら是非一
度訪ねてみてください。そして感想をお聞かせく
ださい。四十二臂（臂は手を表します。手の数が
42本）の千手観音です。実際に1,000本やそれに
近い数の手を持つ千手様もいらっしゃいます（大
阪葛井寺、奈良唐招提寺の千手観音）が、四十二
臂が多いです。仏像の様式を考えるときは必ず同
種の他仏と比較することをお勧めします。仏像巡
りも早や15年。どれだけの仏様と向き合ってき
たでしょうか？きっと懺悔することが多いのかも。
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日本橋税務署新旧幹部職員名簿
令和６年７月10日

官職
新任者 前任者

氏名 前任部署 氏名 異動先部署
署 　 長 井上　博之 税大・研究部・国際支援室長 梶原　　忍（退職）
副 署 長（ 総 ） 永吉　克也 庁・会計課・課長補佐 中山　拓治 川崎南・特官（法人）・指特官
副署長（法調） 西　　　公（留任） 西　　　公（留任）
指 管 運 特 官 山口　敏彦 横浜中・特官（管運）・特官 河原　英明 世田谷・特官（資産）・指特官
指法特官（総括） 衛藤　陽三（留任） 衛藤　陽三（留任）
指 法 特 官 明石　守雄 成田・特官（法人）・特官 牛嶋　俊明 東京上野・特官（法人）・指特官
指 源 特 官 冷川　慎司（留任） 冷川　慎司（留任）
総 務 課 長 根岸　　彰 総務部・納税者支援調整官 田口　　忠 東京上野・特官（資産）・指特官
管 運 特 官 山口　俊幸 千葉東・特官（管運）・特官 澤村　益美 藤沢・特官（徴収）・特官
管 運 統 括 中村　　裕（留任） 中村　　裕（留任）
徴 収 統 括 戸篠百合子 庁・監察官（東京）・官補 長野　満男 西新井・徴収２・統括官
個 １ 統 括 菊池　賢一 市川・個人・審理専門官 牛島　丈晴 日野・個人１・統括官
個 ２ 料 統 括 舩田　元子 鎌倉・法人３・統括官 藤島満寿夫 柏・法人５・統括官
法 人 特 官 小林　哲夫 麻布・特官（法人）・特官 紫藤　隆人 江戸川北・法人・上席　定年前再任用
法 人 特 官 小宮山信弘（留任） 戸村　信薫 神田・特官（法人）付・上席  役職定年
法 人 特 官 上野　綾子 渋谷・特官（源泉）・特官 小宮山信弘（留任）
法 人 特 官 橋口　泰明 査察部・査察11・総括主査 小林　康行 葛飾・特官（法人）・特官
法 人 特 官 吉田　勝彦 東京上野・特官（法人）・特官 佐藤　智雄 京橋・特官（法人）・特官
法 人 特 官 本多　浩行 調査三部・調査32・総括主査 中田　昌宏 船橋・特官（法人）付・上席  役職定年
法 人 特 官 芝田　隆征 市川・法人１・統括官 池谷　俊彦 千葉東・特官（法人）・特官
法特官連調官 日高　　崇 千葉東・法人３・上席 吉田　　悟 横浜南・法人５・統括官
源 泉 特 官 磯　美奈子 品川・特官（源泉）・特官 本多文美子 千葉東・特官（源泉）・特官
法 １ 統 括 中戸　秀樹 豊島・法人１・統括官 江口　直樹 麻布・法人１・統括官
法 連 調 官 福住　武大（留任） 福住　武大（留任）
法 ２ 統 括 東山　秀子 渋谷・法人２・統括官 早瀬　陽子 麹町・法人２・統括官
法 ３ 統 括 臼井　恵子 麻布・法人１・連調官 和田　志保 総務部・業務センター（大手町）・主任管理官
法 ４ 統 括 平野　克幸 芝・法人15・統括官 野口　　薫 武蔵府中・法人１・統括官
法 ５ 統 括 渡部　幸広 向島・法人３・統括官 稲森　浩二 緑・法人５・統括官
法 ６ 統 括 田中　寛之（留任） 田中　寛之（留任）
法 ７ 統 括 大村　一清 川崎北・個人６・統括官 佐藤　　克（退職）
法 ８ 統 括 坂井　一夫 松戸・法人５・統括官 石川　　進 目黒・法人６・統括官
法 ９ 統 括 今野　一男 庁・相互協議室・審査企画１係長 日暮　　等 東金・法人２・統括官
法　10　統　括 橋本　恭一 課税二部・統括官（諸税）・主査 高野　智之 神田・法人２・統括官
国際専門官（法人） 片桐江利子 課税一部・料調３課・国際官 猪股　正稔 渋谷・国際官（法人）・国際官
国際専門官（法人） 本間　昌智（留任） 本間　昌智（留任）
国際専門官（源泉） 小田　貴志 麻布・国際官（源泉）・国際官 五十嵐　雅 新宿・審専官（法人）・審専官
審理専門官（法人） 中嶋　隆浩（留任） 中嶋　隆浩（留任）
審理専門官（源泉） 赤川　寿治（留任） 赤川　寿治（留任）
課 長 補 佐 大橋　美希 徴収部・特整総括一課・徴収官 上松　明子 査察部・統括査察官付・主査
総 務 係 長 成松栄太郎（留任） 成松栄太郎（留任）
会 計 係 長 谷元　友里 日本橋・総務・主任 河野　雅弘 総務部・営繕監理官・主任
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　令和6年6月5日に、日本橋浜町のグランドに
おいて、昨年に続き3回目の交流試合が行われま
した。
　3年前までは、ソフトボールによる交流試合を
行っていましたが、日本橋税務署（以下「税務署」）
と東京税理士会日本橋支部（以下「税理士会」）と
の協議により野球に変更しました。税務署の選手
達は皆な若く、特に足の速い選手がいたので年齢
を聞いてみたところ、なんと19歳とのことでした。
　税務署は14名の参加（応援者を除く）、税理士
会は15名の参加（応援者を除く）で開催されまし
た。
　試合開始に先立ちホームベース前に整列し、青
木支部長と梶原署長との健闘を祈る握手に続き、
マウンドからの始球式が行われました。

　試合は先攻が税理士会、後攻が税務署で開始さ
れました。税務署は若手の速球派投手、税理士会
は大澤副支部長が先発。税務署が初回に1点を先
制したものの、税理士会も3回に1点を返して同
点とし、緊迫した試合展開で最終回の7回に突入
しました。最終回の税理士会の攻撃は、先頭打者
がフォアボールで出塁し、続くバッターはチーム最
高齢の「若狭茂雄」選手（左上写真）。ここで若狭
選手が、税務署が誇る若手速球派投手からセンター
前にヒットを放ち、1・2塁へとチャンスを拡大。
若狭選手には、代走を送り、続く若手の福田選手
がレフトオーバーの決勝2点タイムリー2塁打を
放ち逆転に成功しました。そして7回裏最終回の
税務署の反撃を跳ねのけ、3－1で税理士会が勝
利しました。税理士会の勝利は、交流試合が野球
となってからは初めてのことでした。
　試合後、梶原署長からは「若狭先生にやられま
した。今回のMVP選手は、若狭先生と書いてく
ださい。」との申し入れがありましたので、ここ
に申し添えます。

日本橋税務署との野球交流試合の開催日本橋税務署との野球交流試合の開催
～令和6年6月5日　日本橋浜町グランド～～令和6年6月5日　日本橋浜町グランド～

野球部　阿部慎史　

日本橋税務署 日本橋支部
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〔総務部〕
◎支部幹事会報告
令和6年4月17日（水）
Ⅰ　審議事項
　なし
Ⅱ　報告事項
１．令和5年度・令和6年度各部事業報告及び
事業計画について

２．令和5年度・令和6年度支部会計収支報告・
予算案について

３．役員補欠選挙の件
４．事務局職員就業規程の一部改正について
５．登録調査（4/5）の件
６．その他
Ⅲ　各部報告・委員会報告・理事会報告　以上

令和6年5月15日（水）
Ⅰ　審議事項及び決議について
１．令和5年度・令和6年度各部事業報告及び
事業計画の件

２．令和5年度・令和6年度支部会計収支報告・
予算の件

３．令和5年度支部定期総会の委任状に代理人
の氏名の記載がない場合の議決権の行使者の
指名の件

４．定期総会（6/24（月））当日分担確認等の件
５．その他
Ⅱ　報告事項
１．署との拡大定例連絡会（4/23）の件
２．顧問相談役会（4/25）の件
３．登録調査（5/7）の件5名
４．支部補欠選挙の件
５．東京税理士協同組合総代選出の件
６．経理規程の一部改正、交通費支給規程の一
部改正及びインターネットバンキング利用取
扱要領の件

７．その他
Ⅲ　各部報告・委員会報告・理事会報告　以上

令和6年6月5日（水）
Ⅰ　審議事項
１．事務局職員就業規程の一部改正の件
２．交通費支給規程の一部改正の件
３．事務局夏期休暇日程に関する件
４．令和6年度定期総会（令和7年6月）日時の件
５．その他

Ⅱ　報告事項
１．会計監査報告（5/16）の件
２．関係団体定期総会の件
　　中央区租税教育推進協議会（5/17）
　　日本橋優申会（5/28）
３．広報誌「東税協四季だより」企画用アンケー
トご協力のお願い
４．A-Zセミナー12th開催の周知等ご協力方
依頼について
５．その他

Ⅲ　各部報告・委員会報告・理事会報告　以上

◎今後の予定
・幹事会
　8月はお休み　9月19日（木）
　支部事務局にて開催
・日本橋税務署との定例連絡協議会
　10月24日（木）　T-CAT
 （総務部長　栗原真平）

〔研修部〕
　令和5年度は多くの皆さまに、研修に参加いた
だきありがとうございました。
　東京税理士会より4月26日に公表されました
日本橋支部の36時間達成率は75.18％で、前年よ
り8％以上アップさせることができました。会場
研修の実施回数においては、年間39回実施（雑談
室、デジ塾含む）となり、これは東京税理士会の
支部では、最多回数となっています。しかし、研
修受講時間が0時間の会員も少なくなく、研修部
としては、より良い研修の企画と実施、オンデマ
ンド研修、WEB研修の紹介を行って、会員の皆
様に研修の受講を勧めていきたいと思います。
　研修について、受講したい税目、講師、WEB
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配信の受講のしかたなど意見、要望がありました
ら、何でも事務局、研修部まで連絡をお願いいた
します。
《実施した研修会》
日　時：令和６年４月９日（火）14：00～16：30
テーマ： 「組織再編成税制に関する最近の事例

の解説と事前照会の事例の解説」 
講　師：税理士　朝長英樹　氏 
会　場：東実健保会館

日　時：令和６年５月23日（木）14：00～16：30
テーマ：「源泉所得税実務の再確認」
講　師：税理士　阿瀬　薫　氏 
会　場：AP日本橋

日　時：令和６年６月10日（月）13：30～16：00
テーマ： 「税理士と弁護士の連携について～弁護

士法上の問題を中心に～」
　　　　（第一ブロック合同研修）
講　師：弁護士　石本哲敏　氏
会　場：日本教育会館　一ツ橋ホール
※第一ブロック合同研修

日　時：令和６年６月13日（木）15：00～17：00
テーマ： 「事業の継続、承継に必須～少数株主の

リスクと対応策」 
講　師：弁護士　永吉啓一郎　氏 
会　場：綿商会館
※日本生命、税理士協同組合共催

日　時：令和６年６月24日（月）13：30～15：00
テーマ：「租税回避を巡る法的問題」 
講　師：中央大学法科大学院教授　酒井克彦　氏
会　場：ロイヤルパークホテル
※定期総会記念講演
《実施した税理士雑談室と今後の予定》
日　時：令和６年４月12日（金）17：30～19：30
日　時：令和６年５月10日（金）17：30～19：30
日　時：令和６年６月14日（金）17：30～19：30
日　時：令和６年７月12日（金）17：30～19：30
日　時：令和６年８月９日（金）17：30～19：30
会　場：すべて日本橋支部会議室
 （研修部長　塩谷　満）

〔厚生部〕
〈テニス部〉
〈練習会〉
４月12日　高輪テニスセンター　6名参加
５月17日　 有明テニスの森　12名参加（練習会後、

懇親会実施）
６月20日　有明テニスの森　8名参加
　　　　　東京税理士会テニス大会
５月８日　有明テニスの森
　4組参加しました。天候も良く、楽しい大会で
した。
・塩谷ペア
　　玉川戦　３－６　×　　３位トーナメント
　　江東東戦１－６　×　　小石川戦２－６　×
　　品川戦　６－１　〇
・布川、東海林ペア
　　立川戦　０－６　×　　３位トーナメント
　　北沢戦　５－６　×　　本所戦　２－６　×
　　板橋戦　６－１　〇
・青木、小﨑ペア
　　上野戦　３－６　×　　４位トーナメント
　　神田戦　１－６　×　　杉並戦　３－６　×
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・増田、渡辺ペア
　　品川戦　２－６　×
　　荻窪戦　４－６　×
　３位トーナメント　　　　３位決定戦
　　杉並戦　６－４　〇　　小石川戦５－６　×
　　東村山戦６－２　〇
　　江東東戦１－６　×

　令和6年のテニス部は、新入部員が新たに入り、
レッスンもコートを増やして、部員がたくさん楽
しめるよう企画しています。皆さまの参加をお待
ちしています。
 （テニス部長　塩谷　満）

〈囲碁部〉
　囲碁部の活動報告は次の通りです。
６月22日（土）　京橋支部会議室
　女子プロ古川こんゆ二段による指導碁に参加。
　参加人員日本橋支部２名、京橋支部４名計６名
今後の予定
12月７日（土）　京橋支部会議室
　次回は古川二段ともう一人の女子プロに指導碁
をお願いする予定。
 （囲碁部長　花山三郎）

〈アウトドア部〉
４月18日　ランニング練習会　中止
４月21日　かすみがうらマラソン大会　
 参加者３名
　土浦駅に近い運動場をスタート＆ゴールとして
フルマラソンに参加。
　全員無事に完走しました。
４月23日　ボルダリング 参加者５名

　蔵前にあるボルダリング施設で壁に挑戦しまし
た。翌日は皆さん全身筋肉痛でした。
５月９日　バトミントン大会 参加者10名
　浜町にある中央区総合スポーツセンターの体育
館にて試合形式などで汗を流しました。
５月15日　アウトドア部企画会議
　今期行うアウトドア部のイベントやスケジュー
ルなどについて打ち合わせをしました。
５月16日　隅田川テラス月例練習会 参加者３名
　隅田川テラスをそれぞれのペースでランニング
やウォーキングを行いました。
６月１日　高尾山登山　 参加者12名
　京王線高尾山口駅に８時30分に集合して徒歩
で登山する組とケーブルカー組とに分かれてそれ
ぞれ頂上を目指しました。当日は快晴で初夏の景
色を楽しみました。
６月20日　隅田川テラス月例練習会 参加者３名
　隅田川テラスをそれぞれのペースでランニング
やウォーキングを行いました。
７月３日　ナイトヨガ 参加者５名
　丸の内のビルの屋上でインストラクターの指導
の下、ナイトヨガを行いました。
今後の予定
７月17日　イブニングカヤックツアー
７月18日　ランニング練習会
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７月20日　彩湖リレーマラソン大会
８月４日　東京イマ―シブフォート
９月16日　 福士加代子さんと皇居ランニング＆

ランチ
10月９日　日税リレーマラソン大会（国立競技場）
　アウトドア部では、ランニングやウォーキング
だけでなく、登山やハイキング、ボルダリング、
バトミントン、寺社巡り、城巡りなど色々なイベ
ントを企画しています。
　興味あるイベントだけでも大丈夫ですので、気
軽にご参加ください。
 （アウトドア部　増田和弘）

〈歌舞音曲部（カラオケ部）〉
〈月例会〉
４月17日　PM６時～８時　TIARA　参加者８名
５月15日　PM６時～８時　TIARA　参加者４名
６月12日　PM６時～８時　TIARA　参加者６名
７月17日　PM６時～８時　TIARA　参加者５名
　今年も12月7日（土）第38回発表会を開催します。
　カラオケ部発足して40周年記念大会の為に頑
張りましょう。参加くださいますようお願い申し
上げます。
 （カラオケ部長　若狭茂雄）
 （厚生部長　今井信吾）

〔組織部〕
　4月以降の活動状況は、各種細則の一部改正に
ついて東京税理士会の意見聴取を受け、承認され
ました。
　また、昨年9月の東京税理士会の意見聴取で承
認を得た、日本橋支部規則の一部改正についても
6月の定期総会にて承認されました。
　その他具体的な改正作業及び承認等の内容は以
下のとおりです。
【改正内容】
１　日本橋支部規則の一部改正（税理士の業務の
電子化推進施策の実施、支部総会の招集通知の
電子化を可能とするための所要の改正を行った）
…6月24日定期総会にて承認。
２　日本橋支部事務局職員就業規程の一部改正
…6月5日幹事会承認・同日施行。
３　日本橋支部交通費支給規程細則の一部改正
…6月6日幹事会承認・4月1日施行。

　以上、上記の他に「日本橋支部経理規程の一部
改正及びインターネットバンキング利用取扱い要
領の制定」に関する作業を行い、現在、東京税理
士会へ提出中です。
　さらに、支部規則第3条第1項の4の規定に基
づき、支部が行なう租税に関する教育その他知識
の普及及び啓発のための活動に関する施策に必要
な事項を定めるための細則の制定について作業を
進めています。
 （組織部長　平川　彰）

〔税務支援対策部〕
　日本橋法人会、東京商工会議所、東京商工会議
所中央支部からの依頼を受け『税務相談等のため
の会員派遣』及び、支部無料相談を次のとおり行
いました。
多くの先生方にご支援ご協力をいただきまして、
ありがとうございました。
《税務相談》
○日本橋法人会からの依頼分
　　実施日 会　　場 担当税理士
４月３日（水） 法人会事務局 若狭　茂雄
４月17日（水） 〃  津村　　玲
５月15日（水） 〃  秋庭　　守
６月５日（水） 〃  川口　真理
６月19日（水） 〃  山口　佳彦
７月３日（水） 〃  小山　栄一
７月17日（水） 〃  小用　丈晴
《窓口専門相談》
○商工会議所本部からの依頼分
　　実施日 会　　場 担当税理士
４月４日（木） 中小企業相談センター 佐野　典子
７月４日（木） 〃  佐藤　嘉光
○商工会議所中央支部からの依頼分
　　実施日 会　　場 担当税理士
４月９日（火） 中央区京橋プラザ 野末　和宏
６月11日（火） 〃 岩川由美子
《支部無料税務相談》
　　実施日 会　　場 担当税理士
４月10日（水） 支部事務局会議室 佐藤　嘉光
５月８日（水） 〃 余西　吉巳
６月12日（水） 〃 岩村　仁志
７月10日（水） 〃 山口　佳彦
 （税務支援対策部長　藤沢佳文）
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〔情報システム委員会〕
《活動報告》
〈デジ塾開催〉
４月12日　 簡単にできる相続税土地評価資料の

作り方（講師：安田信彦、参加15名）
５月10日　 税理士のためのドキュワークス講座②
　　　　　 業務に役立つYOUTUBE（講師：安田

信彦、参加10名）
６月14日　 税理士のためのドキュワークス講座②
　　　　　 役立つエクセル便利技集（講師：安田

信彦、参加12名）
　デジ塾は、基本的に毎月第２金曜日の16時～
17時（雑談室と同日）に開催しています。内容は
会計事務所の業務効率化に、具体的に効果のある
ものばかりです。認定研修時間にもカウントされ
るので、ITについて勉強、相談してみたいとい
う方は、ぜひご参加ください。

（情報システム委員会　委員長　塩谷　満）

〔租税教育推進委員会〕
　租税教育推進委員会では、下記の通り租税教室
を実施致しました。
５月10日　常磐小学校 ６年生　２クラス
５月28日　日本橋小学校 ６年生　３クラス
７月２日　日本橋中学校 ３年生　４クラス
７月16日　久松小学校 ６年生　４クラス
 計4校・13クラスでした。

　また、５月15日・６月13日に支部事務局会議
室に於いて第３回・第４回模擬租税教室を開催致
しました。今後も引き続き模擬教室を開催して行
く予定です。
　租税教育に関心のある方は８月20日・９月30
日に東京税理士会主催の租税教育講師養成研修会
がございますので、日本橋支部事務局経由でお申
し込み頂きたくお願い申し上げます。
 （租税教育推進委員会　委員長　梅田文江）

表 紙 の 写 真 に つ い て表 紙 の 写 真 に つ い て
西新井大師風鈴祭り
　足立区西新井にある西新井大師の「風鈴祭り」
行ってきました。境内に設けられたテントの中
には、全国20か所以上から集められた150種
類以上の風鈴が展示されております。ガラス製
の風鈴のほか、九谷焼や有田焼といった焼き物
の風鈴、南部鉄器の風鈴などがあります。この
風鈴祭りは平成11年から始められたとのこと
です。その中で、写真中央の「能登風鈴」を見
つけました。この風鈴は「里音（さとのね）」と
言われているとのことでホームページで調べた
ところ、（ひらがな「のと」が正しいと表記され

ておりました）能登の里山・里海をながれる風
を受けて聞こえてくる清らかな音との説明があ
りました。それは、世界農業遺産にも認定され
た豊かな自然あふれる風景の中から生まれたと
の説明もありました。 （広報部長　多田　毅）
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　６月７日に、研修部とコラボしてSpecial 
Eventを開催しました。
　支部事務局会議室でウオーキングレッスン後、
東証Arrowsにて案内付き見学ツアーを行いました。
　その後、新NISAとiDeCoの税制優遇制度につ
いて濱川会員から講義を頂きました。
　参加者は男女合わせて、19名でした。

　今後も女性だけでなく、男性会員も参加できる
企画を計画致しますのでさつき会の案内をご覧下
さい。
 （女性部世話役　副支部長　梅田文江）

 女性部（さつき会）活動報告
　　　　　　～東証Arrows見学ツアー　　　　　　～東証Arrows見学ツアー
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会 員 の 異 動会 員 の 異 動

＜入　会＞
氏　名 郵便番号 事務所住所 電話番号 支部所属日 備考

松 波 　 愛 〒103-0028 八重洲1－7－20　2階税理士法人チェスター 6869-5040 ６年４月12日

古 田 喜 大 〒103-0016 日本橋小網町12－7  日本橋小網ビル8F朝日税理士法人　東京事務所 3527-3235 ６年４月25日

多 久 美 咲 〒103-6117 日本橋2－5－1税理士法人令和会計社 3231-1858 ６年４月25日

奥 村 武 博 〒103-0022 日本橋室町4－4－3税理士法人オフィス921 6262-0729 ６年５月23日

小 竹 廉 太 郎 〒103-6117 日本橋2－5－1税理士法人令和会計社 3231-1858 ６年５月23日

前 田 庄 一 〒103-0022
日本橋室町4－1－14
日本橋アサヒビル2階
アレスコ税理士法人　日本橋オフィス

6262-2767 ６年６月11日

田 村 宏 明 〒103-0015 日本橋箱崎町29－1－503号 080-4140-
4150 ６年６月26日

柳 澤 　 聡 〒103-0005
日本橋久松町9－9
FRAME日本橋8F－C室
山口晴啓税理士事務所

6665-0970 ６年６月26日

中 和 寿 〒103-0027 日本橋2－1－3アセンディア税理士法人 ６年６月26日

德 竹 雄 哉 〒103-0013
日本橋人形町3－7－3
NCC人形町ビル3A
スターチス税理士法人

6822-6560 ６年６月26日

伊 藤 千 明 〒103-6117 日本橋2－5－1税理士法人令和会計社 3231-1858 ６年６月26日

＜法人入会＞
法人名 郵便番号 事務所住所 電話番号 受付日 備考

税 理 士 法 人
ジ ェ ミ ナ イ
税理士事務所

〒103-0016 日本橋小網町8－2BIZMARKS日本橋茅場町601
070-8392-
7099 ６年５月７日

＜転　入＞
氏　名 郵便番号 事務所住所 電話番号 支部所属日 備考

白　井　寿美子 〒103-0024 日本橋小舟町8－13天翔日本橋ビル4階408－P号室 6877-5387 ６年４月１日

川 嶋 有 美 〒103-0028 八重洲1－7－20　2階税理士法人チェスター 6869-5040 ６年４月２日

鷺 　 百 合 子 〒103-0016
日本橋小網町8－2
BIZMARKS日本橋茅場町601
税理士法人ジェミナイ税理士事務所

070-8392-
7099 ６年５月７日

諏 訪 俊 之 〒103-0006 日本橋富沢町12－11－301 080-4505-
5755 ６年５月９日

岸 　 も と 子 〒103-0004 東日本橋2－2－13－1101号 ６年５月13日

立 石 良 広 〒103-0013 日本橋人形町3－3－5天翔日本橋人形町ビル502号
090-5825-
7325 ６年５月23日
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　編 集 後 記
　会報誌172号をお届けいたします。
　お忙しいなか、写真や原稿をお寄せくださっ
た先生方におかれましては、ご協力誠にありが
とうございました。おかげさまで日本橋支部ら
しく個性豊かな紙面となりましたことを、お礼
申し上げます。
　さて、うだるような暑さが続く今日この頃で
すが、「危険な暑さ」もすっかり日常に定着して

しまったように思うのは、気のせいではないと
思います。私は繁忙期におろそかになっていた
食生活を見直すべく、その第1歩として初めて
梅干しを漬けてみました。試行
錯誤しながら見守っております
が、どんな感じに仕上がるか、
今からとても楽しみです。
　今年もまだまだ暑い日が続くようです。先生
方におかれましてもどうぞご自愛ください。

（広報部　北島亜紀）

宮 内 秀 憲 〒103-0013 日本橋人形町3－3－15 3527-2443 ６年６月１日

原 　 芳 郎 〒103-0012 日本橋堀留町1－2－16 瀧田ビル5階日本橋税理士法人H＆Sパートナーズ 6410-6600 ６年６月３日

松 田 英 土 〒103-0014 日本橋蛎殻町1－6－7－1004 070-1386-
3986 ６年６月３日

服 部 賢 三 〒103-0011 日本橋大伝馬町13－5－204号 080-6022-
3889 ６年６月14日

＜事務所名変更＞
氏　名 新事務所名 氏　名 新事務所名

小 﨑 寧 子 税理士法人ジェミナイ税理士事務所 櫻 井 洋 介 櫻井洋介税理士事務所

＜事務所電話番号変更＞
氏　名 電話番号 氏　名 電話番号 氏　名 電話番号

櫻 井 洋 介 080-1133-0828

＜転　出＞
氏　名 転出先 氏　名 転出先 氏　名 転出先

中 田 卓 哉 杉並支部へ 福 沢 光 展 神田支部へ 加　藤　扶美子 神田支部へ
母　袋　美喜恵 京橋支部へ 染 谷 裕 太 四谷支部へ 大 島 佳 織 京橋支部へ
山 下 啓 太 豊島支部へ 吉 村 博 一 京橋支部へ 野 口 雅 史 大森支部へ
古 谷 朋 博 本郷支部へ 海老名　佑　介 江東西支部へ 景 山 晴 喜 芝支部へ
星 川 　 望 荻窪支部へ 今 中 裕 貴 京橋支部へ 杉 山 篤 史 渋谷支部へ
松 井 誠 一 麻布支部へ 藤 井 千 春 豊島支部へ 吉 見 和 典 北沢支部へ
井 出 尚 哉 王子支部へ

＜退　会＞
氏　名 備考 氏名 備考 氏名 備考

小 島 純 子 業務廃止 天 野 　 肇 業務廃止 小 林 寛 朋 関東信越会
澤 野 純 一 千葉県会 竹 井 省 悟 千葉県会 山　田　富士夫 業務廃止
米 永 　 功 業務廃止
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部活動風景部活動風景
▼ アウトドア部 ▼ ▼ 野球部 ▼

▼ テニス部 ▼

▼ カラオケ部 ▼


